
 

 

戸籍・国籍関係届書 請求書 

 
 

送付先の氏名（ローマ字）：                               

 

生年月日：      年     月    日 

 

送付先住所（英語表記）：                                

 

電話番号：（   ）   ―      E-mail：                    

 

【必要な届書の種類】 必要な書類にチェック印をつけてください。 

 

□ 出生届 （両親の国籍：父親           母親：           ）  

子供の生年月日（予定）：    年    月    日 

※出生日から３ヶ月以内に届出をする必要があります。双子またそれ以上の場合はその旨お知らせください。 

 

□ 婚姻届  婚姻日（予定）：    年    月    日 

□ 日本人同士(日本方式)  □ 日本人同士(外国方式)  □ 日本人と外国人 

婚姻後の新本籍地 □ 婚姻前と同じ本籍地  □ 婚姻前と別の市区町村 

 

□ 外国人との婚姻による氏の変更届   ※婚姻日から６ヶ月以内に届出をする必要があります。 

 

□ 離婚届  離婚成立日（予定）：    年    月    日 

□ 日本人同士(協議離婚)  □ 日本人同士(裁判離婚)  □ 日本人と外国人 

（原告の国籍：          ） 

 

□ 外国人との離婚による氏の変更届   ※離婚成立日から３ヶ月以内に届け出る必要があります。 

 

□ 離婚の際に称していた氏を称する届  ※離婚成立日から３ヶ月以内に届け出る必要があります。 

 

□ 死亡届  ※亡くなられた方が日本国籍者。 

 

□ 申出書  ※亡くなられた方が外国籍者。 

 

□ 国籍喪失届   
（注）日本国籍の方が、外国の国籍を取得した場合に届出をする必要があります。 

 

□ 国籍離脱届 

（注）二重国籍の方が米国籍を選択する場合に届出をする必要があります。   

 

□ 国籍選択届   

（注）二重国籍の方が日本国籍を選択する場合に届出をする必要があります。 

 

□ その他 （           届） 

 

この請求票と＄１．４５分の切手を貼った９ｘ１２インチの返信用封筒に返信先の氏名と住所を明記の上、以下の住所まで

送付下さい。 

送付先：CONSULATE GENERAL OF JAPAN  Attn: KOSEKI 

        737 N. MICHIGAN AVE. SUITE 1100, CHICAGO, IL 60611 


